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令和 6 年度 事 業 計 画 書 

 

 １ 役員会の開催予定 

 

 （１） 理事会    令和 6 年 6 月 

            令和 7 年 3 月 

 （２） 評議員会   令和 6 年 6 月 

                        

 ２ 表彰事業 

 

   公衆衛生事業功労者の日本公衆衛生協会会長表彰及び第 57 回衛生教育

奨励賞の表彰を行う。 

     日時：未定（関係機関と調整） 

     場所：未定（都内） 

 

 ３ 公衆衛生に関する図書雑誌等の刊行事業 

 

  定期刊行物の刊行 

   機関誌「公衆衛生情報」の刊行 

 

  我が国の精神保健福祉（令和 6 年度版） 

 

 ４ 公衆衛生知識の普及啓発事業 

 

  インタ－ネットにより公衆衛生に関する情報の提供を行う。 

   ホームページアドレス http://www.jpha.or.jp/  

 

 ５ 国際協力事業 

 

（１） 世界公衆衛生協会連盟総会等へ参加する。 

（２） Public Health of Japan 2024 の発行 

（３） 保健医療事情調査 

（４） その他、諸外国と公衆衛生に関する情報交換等を行う。 
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６ 公衆衛生関係団体との連携協力 

 

   次の団体の事務を受託するなど、公衆衛生関係団体と事業の連携協力を 

図る。 

 

（１） 一般社団法人日本公衆衛生学会 

（２） 全国衛生部長会 

（３） 全国保健所長会 

（４） 全国保健師長会 

（５） 全国精神保健福祉センター長会 

（６） 全国保健所管理栄養士会 

 

 ７ 公衆衛生に関する調査研究等事業 

 

 （１） 補助事業 

 

    地域保健総合推進事業 

地域保健総合推進委員会を設置し、地域保健推進のため、次の事業

を行う。 

 

① 地域保健調査研究事業 

地域保健を総合的かつ効果的に推進するため、全国衛生部長会、

全国保健所長会等の全国組織の協力を得て調査研究事業等を行い、

全国規模での地域保健サービスの客観的なニーズの把握や妥当性の

検証をし、地域保健活動の成果の普及に資することを目的に各種研

究事業を行う。 

○全国衛生部長会協力事業 

○全国保健所長会協力事業 

○全国保健師長会協力事業 

○全国精神保健福祉センター長会協力事業 

○地方衛生研究所全国協議会協力事業 

○全国保健所管理栄養士会協力事業 

② 研修企画事業 

保健、医療、福祉サービスに従事する者に対する研修の企画・実

施に関する事業を行う。 

○保健所連携推進会議 

○保健師等ブロック別研修会 

○全国保健師長研修会 

など各種研修会を実施する。 
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③ 保健情報事業 

総合的な地域保健関係情報提供等に関する事業を行う。 

○地域保健文献情報提供事業 

 

（２） 受託事業 

 

① 在外被爆者保健医療助成事業 

広島県、長崎県より委託を受け、在外被爆者に対する保健医療助

成事業及び、被爆者援護法に基づく審査等業務を行う。 

 ② 健康危機緊急時対応体制整備事業 

 大規模災害時等に DHEAT 事務局として以下の事業を実施する。 

〇国が行う DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）、保健師等 

チームの派遣調整業務の補助を行う。 

〇広域的な自治体間の連携強化を図るための、全国 DHEAT 協議会

並びに地方ブロック DHEAT 協議会の運営を行う。 

〇DHEAT 派遣調整システム並びに保健師等広域派遣調整システム

等の管理・運営を行う。 

〇IHEAT 運用支援システムの管理・運営並びに DHEAT、IHEAT 等に

対する各種健康危機管理に関する研修の企画・実施及び教材の

開発等を行う。 

 

（３） 厚生労働科学研究 

 

「健康危機発生時における保健所設置自治体や保健所の組織体制並び

に人材育成等の強化、及びブロックごとの DHEAT 体制強化のための研

究」の研究分担ならびに事務局業務を行う。 

※令和 6～7 年度の 2 か年間を予定し、現在申請中。 

 

 

８ 研究奨学等助成事業 

 

（１） 研究奨学金支給事業 

国立保健医療科学院に学ぶ長期研修者等を対象に１課題あたり１０万

円を上限として支給する。 

 

（２） 国際研究協力推進事業 

国立保健医療科学院が行う国際研究協力推進事業への助成を行う。 
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９ 公衆衛生会館（公衛ビル）の経営事業 

 

   入居者 

   ・ 公益社団法人医療・病院管理研究協会 

   ・ 一般社団法人日本血液製剤協会 

   ・ 公益社団法人日本産業衛生学会 

   ・ 新宿漢方クリニック 

   ・ 株式会社和漢薬研究所 
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